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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第27期

第２四半期
累計期間

第28期
第２四半期
累計期間

第27期

会計期間
自令和２年４月１日
至令和２年９月30日

自令和３年４月１日
至令和３年９月30日

自令和２年４月１日
至令和３年３月31日

売上高 (千円） 613,205 601,396 1,303,598

経常損失（△） (千円） △86,493 △3,676 △73,687

四半期（当期）純利益又は四

半期純損失（△）
(千円） 41,797 △7,850 483

持分法を適用した場合の投資

損失（△）
(千円） △723 △425 △1,613

資本金 (千円） 1,354,050 1,354,050 1,354,050

発行済株式総数 （株） 6,073,000 6,073,000 6,073,000

純資産額 (千円） 1,516,113 1,482,284 1,479,424

総資産額 (千円） 3,041,646 2,817,860 2,873,397

１株当たり四半期（当期）純

利益又は１株当たり四半期純

損失（△）

（円） 10.34 △1.29 0.09

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － 0.09

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 49.8 52.4 51.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円） △23,391 △402 70,134

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円） 230,900 △39,992 199,138

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円） 267,401 △34,810 123,675

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円） 560,302 403,134 478,339

 

回次
第27期

第２四半期
会計期間

第28期
第２四半期
会計期間

会計期間
自令和２年７月１日
至令和２年９月30日

自令和３年７月１日
至令和３年９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △3.78 △0.36

　（注）１．第27期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。第28期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第２四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した

後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主

要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

（継続企業の前提に関する重要事象等について）

　当社は、第22期（平成28年３月期）以降第27期（令和３年３月期）まで６期連続の経常損失を計上しており、当第

２四半期累計期間においても営業損失及び経常損失を計上しており、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、売上

高が著しく減少したため、本格的な業績の回復を確認できるまでに至っていないことに鑑み、継続企業の前提に重要

な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。

　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の発令

により、主要事業となる外食事業における直営店舗及びＦＣ店舗への来店客数が減少することにより売上高が著しく

減少する等、令和３年４月以降も極めて厳しい状況が続くことが予測され、営業債務及び借入金の返済等の資金繰り

に懸念が生じることから、当社は、経営改善計画を策定し、これを取引金融機関に提示することにより金融支援要請

及び協議を重ねてまいりました。

　このような状況を解消するために、取引金融機関との間で、令和３年10月以降の返済について返済条件の緩和（支

払余力に応じたプロラタ返済）について契約を締結、当第２四半期会計期間末の現金及び預金残高は403百万円と必

要な運転資金を確保しております。

　以上のことにより、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しているものと認

識しておりますが、下記の４つ施策を推進することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない

ものと判断しております。

　　①チェーンストア・マネジメントの展開

　　②サプライチェーン・マネジメントの展開

　　③食の安全・安心の確保、快適な食の空間の提供

　　④社会貢献活動への取り組み

　なお、施策の詳細につきましては、「２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題」に記載の通りであります。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東京2020オリンピック、パラリンピックは開催されましたが、新

型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた緊急事態宣言やまん延防止等重点的措置による営業時間の短縮や外出自

粛による来店客数の激減に加え、同業種はもとより他業種との競争激化、原材料価格の高騰や継続的な採用難・

パートアルバイトの時給の上昇を含め、各種コストは上昇基調にあり、引き続き厳しい経営環境が続いておりま

す。

このような状況の中、当社におきましては、「一杯のラーメンをお客様に満足していただく」という創業当時か

らの理念にのっとり、「美味しさと快適な食の空間」の追求、「食の安心・安全」の維持向上に取組み、お客様一

人一人に誠実であり続けることに、より一層邁進してまいるとともに、固定客の獲得のための接客サービスとマー

ケティング戦略、商品開発の強化・充実に力を注ぎ、収益構造の改善及び強固な企業体質づくりを取組んでまいり

ました。

また、令和３年４月に「筑豊手羽先唐揚げ専門店 香春ちゃん」をオープンし、小規模かつ低初期投資に加え、

店舗オペレーションも容易となる「お持ち帰り唐揚げ専門店」としてのブランドの確立を行い、テイクアウト・デ

リバリー等、ラーメンブランドとは異なる新たな顧客の獲得に努めました。

この結果、当事業年度の経営成績は、売上高601百万円（前年同期は売上高613百万円）、営業損失34百万円(前

年同期は営業損失79百万円)、営業外損益におきましては、店舗の損害保険金として保険差益８百万円及び福岡県

より新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等17百万円があったことから経常損失３百万円(前年同期は経常損失

86百万円)となり、四半期純損益につきましては、四半期純損失７百万円（前年同期は四半期純利益41百万円）と

なりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。当社の事業につきましては、ラーメン店及びラーメン店のフラン

チャイズ・チェーン本部の経営を主とした「外食事業」、当社が所有する店舗用地等の不動産賃貸を主とした「不

動産賃貸事業」、ラーメン等の製品を主要販売品目とした「外販事業」、衛生関連の販売等を主とした「衛生事

業」、「ほうじょう温泉ふじ湯の里」の運営をしております「温泉事業」を報告セグメントとしております。

なお、前第３四半期会計期間より量的な重要性が増したことから「温泉事業」及び「衛生事業」を報告セグメン

トとして記載する方法に変更したことから、前第２四半期累計期間のセグメント別の業績についても再編後のセグ

メントに属するものとして前年同期比を算出しております。

 

（外食事業）

　当第２四半期累計期間におきましては、令和３年９月より期間限定で『とろとろ角煮ラーメン』と『角煮が入っ

た油そば卵黄乗せ』を販売いたしましたが、国内店舗の減少及び緊急事態宣言やまん延防止等による営業時間の縮

小や外出自粛による来店客数の激減の影響もあり、店舗売上高及び食材取引高が減収となりました。

　以上のことから、当第２四半期累計期間の売上高は527百万円（前年同期比2.4％減）となり、営業利益23百万円

（前年同期は営業損失26百万円）となりました。

　店舗数の増減につきましては、直営１店舗の新規出店があったものの、直営１店舗、ＦＣ３店舗及び海外１店舗

の閉店があったことから、前事業年度末に比べ４店舗減少し138店舗（直営店９店舗、ＦＣ店92店舗、海外37店舗）

となりました。
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（不動産賃貸事業）

　当社が所有する店舗用地等の有効活用を目的とした賃貸事業を行っており、当第２四半期累計期間の売上高は18

百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益２百万円(前年同期は営業利益１百万円)となりました。

 

（外販事業）

　当社は、ラーメン等の製品を主要販売品目とする外販に加え、インターネット通販サイトにおける通信販売及び

一般小売先向け卸し、委託販売による小売りを行っております。

　当第２四半期累計期間における外販事業の売上高は13百万円（前年同期比10.9％減）となり、営業損失３百万円

(前年同期は営業損失４百万円)となりました。

 

（温泉事業）

　当社は、福岡県田川郡福智町「ほうじょう温泉ふじ湯の里」の指定管理者となり、同施設の経営を行っておりま

す。

　当第２四半期累計期間における温泉事業の売上高は33百万円（前年同期比52.4％増）となり、営業損失７百万円

(前年同期は営業損失12百万円)となりました。

 

（衛生事業）

　新型コロナウイルス感染症の拡大以降、外食産業だけでなく、全ての生活・経済環境において感染症予防、対策

が求められております。各業界で様々な取り組みが行われている中、当社は、「お客様の為に店舗内衛生管理にお

いて、安心、安全に食して頂ける店舗作りを提案、提供し、実行する」ことを通じて、新しい生活様式における安

心と安全の価値を創造することを目的に、衛生事業を行っております。

　主に、世界最先端のテクノロジーで、感染症対策に最も重要な表面付着菌を含む空間すべてのウイルス・細菌を

不活性化する空間除菌器「SterilizAir ステライザ」の正規販売代理店として、同製品の販売とともに、HACCP認証

取得支援におけるソフトウエア販売を行っております。

　当第２四半期累計期間における衛生事業の売上高は８百万円（前年同期比44.3％減）となり、営業損失11百万円

(前年同期は営業損失２百万円)となりました。

 

（その他）

　当社は、ＦＣ加盟店などに飲食店用の厨房設備の販売及び温泉事業を行っております。

　当第２四半期累計期間におけるその他事業の売上高は０百万円（前年同期比82.1％減）となり、営業利益０百万

円（前年同期比52.4％減）となりました。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ75百万円減

少して403百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、支出した資金は０百万円（前年同期は23百万円の支出）となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、支出した資金は39百万円（前年同期は230百万円の獲得）となりました。

　これは主に、東京都立川市への新規出店等による有形固定資産の取得による支出が26百万円、敷金及び保証金の

差入による支出９百万円があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、支出した資金は34百万円（前年同期は267百万円の獲得）となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出が34百万円あったことによるものであります。
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（３）財政状態の分析

（資産）

　当第２四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ58百万円減少し629百万円となりました。こ

れは主に流動資産その他の中で前払費用が13百万円増加したものの現金及び預金が75百万円減少したこと等による

ものであります。

　一方、固定資産につきましては、前事業年度末に比べ２百万円増加し2,188百万円となりました。これは主に取

引先の破産があったことに伴い貸倒引当金が60百万円減少及び投資その他の資産のその他の中で長期未収入金が59

百万円減少したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は2,817百万円となり、前事業年度末に比べ55百万円の減少となりました。

 

（負債）

　当第２四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ１百万円増加し、574百万円となりました。

　これは主に、流動負債その他に含まれる預り金が20百万円及び未払金が16百万円減少したものの取引金融機関と

の間で、返済条件の緩和（支払余力に応じたプロラタ返済）を締結したことから１年内返済予定の長期借入金が27

百万円及び流動負債その他に含まれる未払費用が10百万円増加したこと等によるものであります。

　一方、固定負債につきましては、長期借入金の減少の理由から前事業年度末に比べ60百万円減少し、760百万円

となりました。

　この結果、負債合計は1,335百万円となり、前事業年度末に比べ58百万円の減少となりました。

 

（純資産）

　当第２四半期会計期間末における純資産合計は1,482百万円となり、前事業年度末に比べ２百万円増加いたしま

した。これは主に、四半期純損失７百万円があったもののその他有価証券評価差額金９百万円の増加があったこと

によるものであります。

　この結果、自己資本比率は52.4％（前事業年度末は51.4％）となりました。
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（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社の主要事業である外食事業（外食産業）は、人口減少と少子高齢化の進行、異業種との競争激化など厳しい

状況にあり、企業間競争がさらに激しくなるものと予想されます。

加えて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響、「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の発令により、

商業施設等の休業や外出自粛による来店客数の激減、特に、飲食店舗の休業や営業時間短縮を余儀なくされ、予測

が困難な状況にあり、今後も極めて厳しい状況が続くことが予測されます。

　このような状況のものと、当社は本社及び店舗におけるコスト圧縮等を図るとともに、役員及び従業員が一丸と

なって企業価値の向上に努めることはもちろん、固定客の獲得のための接客サービスとマーケティング戦略、商品

開発の強化・充実に力を注ぎ、飲食業としてのチェーンストア・マネジメントと、食品製造業としてのサプライ

チェーン・マネジメントの二つのチェーン・マネジメントを軸に展開するため、デジタルトランスフォーメーショ

ンを実施することで、外食事業及び外販事業並びに温泉事業における生産性向上、集客力アップ、顧客の利便性向

上に注力いたします。

　さらに、令和３年４月に「筑豊手羽先唐揚げ専門店 香春ちゃん」へ不採算店舗を業態変更し、小規模かつ低初

期投資に加え、店舗オペレーションも容易となる「お持ち帰り唐揚げ専門店」としてのブランドの確立を行い、多

店舗展開による食材出荷の拡大や、テイクアウト・デリバリー等、ラーメンブランドとは異なる新たな顧客の獲得

にも取り組んでまいります。

　また、衛生事業におきましては、新型コロナウイルスワクチン接種会場における、空間除菌器「SterilizAir」

を設置し、医療機関クラスの空間除菌を行うとともに、会場入口でのサーモカメラ設置による来場者の多数同時検

温の実施、パーテーションやアルコール消毒の配備を行い、空間除菌と感染抑止のトータルサポート、『除菌空間

提供サービス「バスターズ」』の実施を行い、地域社会への貢献と共に、新しいサービスの付加による収益力の底

上げで新型コロナウイルス感染症の時代に戦える業態構造転換を図る等、収益性の向上に努めると同時に、引き続

き採算性を重視した経営方針による利益体質の改善と、必要に応じて当社が所有する不動産評価（資産価値）の高

い物件の売却等での財務体質の強化を図ってまいります。

 

①チェーンストア・マネジメントの展開

イ．「山小屋」「ばさらか」を主体とするFC展開を主とするラーメン事業では、立地環境の変化に対応した、既

存店のリニューアルやメニュー開発、テイクアウト販売の導入に加え、厳しい企業間競争の中で、マーケッ

トに応じた売上向上のために商品力及び販売力の強化が必要となります。そのためにも、デジタルトランス

フォーメーションを実施し、幅広い顧客ニーズを捉えた新商品の開発や定番商品の付加価値向上により、商

品力の強化に努めてまいります。また、話題性のあるキャンペーンを実施して広告効果を高めると共に、店

舗マニュアルの徹底等を通してＱＳＣの向上を図る等、販売力の強化に努めてまいります。

ロ．お客様の多様なニーズに応えていくため、「筑豊ホルモン鍋 香春」や「筑豊手羽先唐揚げ専門店 香春ちゃ

ん」等の展開を行い、自社工場生産の利点を最大限に活用した高付加価値商品の開発を行ってまいります。

 

②サプライチェーン・マネジメントの展開

イ．外販事業では、飲食店チェーンでノウハウを培ってきた商品開発提案型サプライヤーとして、付加価値の高

い商品の開発と販売の拡大を進めます。

ロ．本社工場では、品質の向上と製造原価低減のため、人員の有効活用と設備機器の更新を行うとともに、食品

安全マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」及び「ISO22000」に基づき、より安全・安心な食

品の製造に努めてまいります。また、直営店舗では、HACCP認証を取得しております。

 

③食の安全・安心の確保、快適な食の空間の提供

当社は、「一杯のラーメンをお客様に満足していただく」という創業当時からの理念にのっとり、「美味しさ」

と「快適な食の空間」を追求を基本理念に掲げており、食の安全性を確保し、お客様に安心してご利用いただけ

ることを、何より優先しなければならない重要事項であると認識しております。このため今後とも品質管理の徹

底を図ると共に、新たに食の安全・安心に懸念を抱かせる事象が発生した場合には、適宜当社の品質基準を見直

す等、食の安全性の確保に努めてまいります。

また、空間除菌器「SterilizAir」を店舗に設置することで、お客様により安心・安全な食の空間を提供いたし

ます。
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④社会貢献活動への取り組み

当社は、社会の一員として、社会貢献活動等に積極的に取り組みつつ事業活動を行うことが求められておりま

す。衛生事業におきましては、新型コロナウイルスワクチン接種会場における、空間除菌器「SterilizAir」を

設置し、医療機関クラスの空間除菌を行うとともに、会場入口でのサーモカメラ設置による来場者の多数同時検

温の実施、パーテーションやアルコール消毒の配備を行い、空間除菌と感染抑止のトータルサポート、『除菌空

間提供サービス「バスターズ」』の実施を行い、地域社会への貢献と共に、新しいサービスの付加による収益力

の底上げで新型コロナウイルス感染症の時代に戦える業態構造転換に取り組んでまいります。

全社的には、人財確保・人材育成にも重点を置き、働き甲斐のある職場環境をより整備していくことで、それぞ

れの事業展開を確実なものとしてまいります。

 

　上記施策により計画上、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消できると考

えており、また「第２ 事業の状況 １ 事業等のリスク」に記載の通り、継続企業の前提に関する重要な不確実性

は認められないものと判断し、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（継続企業の前提に関する事

項）」は記載しておりません。

 
（５）研究開発活動

特記すべき事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,292,000

計 24,292,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（令和３年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和３年11月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,073,000 6,073,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 6,073,000 6,073,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和３年７月１日～

令和３年９月30日
－ 6,073,000 － 1,354,050 － 799,750
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（５）【大株主の状況】

  令和３年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

税所　篤 東京都港区 1,250,000 20.58

霞投資事業組合 東京都港区東麻布2-26-16 923,200 15.20

㈱テクノバンク・サンケン 福岡県田川郡香春町大字鏡山1632-1 737,500 12.14

楽天証券株式会社 東京都港区南青山2-6-21 170,800 2.81

緒方　正年 福岡県北九州市小倉北区 165,700 2.72

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1-6-1 151,100 2.48

緒方　正憲 福岡県田川郡香春町 148,600 2.44

緒方　秀憲 北九州市小倉南区 117,400 1.93

緒方　康憲 福岡県田川郡福智町 103,000 1.69

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 101,000 1.66

計 － 3,868,300 63.70

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    令和３年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,072,400 60,724 －

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数  6,073,000 － －

総株主の議決権  － 60,724 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

 

②【自己株式等】

令和３年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ワイエスフード株式会社
福岡県田川郡香春町
大字鏡山字金山552番8

31 － 31 0.00

計 － 31 － 31 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（令和３年７月１日から令和３

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（令和３年４月１日から令和３年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、HLB Meisei 有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(令和３年３月31日)
当第２四半期会計期間
(令和３年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 478,339 403,134

売掛金 143,180 129,768

商品及び製品 62,228 64,700

仕掛品 4,157 4,321

原材料及び貯蔵品 14,778 16,370

その他 38,605 56,176

貸倒引当金 △53,840 △45,219

流動資産合計 687,451 629,252

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 616,762 609,667

土地 1,247,736 1,247,736

その他 42,640 38,185

有形固定資産合計 1,907,140 1,895,589

無形固定資産 19,349 11,283

投資その他の資産   

長期貸付金 303,427 300,575

その他 392,944 357,505

貸倒引当金 △436,915 △376,347

投資その他の資産合計 259,456 281,734

固定資産合計 2,185,946 2,188,607

資産合計 2,873,397 2,817,860

負債の部   

流動負債   

買掛金 53,752 54,010

短期借入金 100,000 100,000

１年内返済予定の長期借入金 179,688 207,188

未払法人税等 10,460 9,289

賞与引当金 340 252

ポイント引当金 413 －

その他 228,283 203,912

流動負債合計 572,938 574,653

固定負債   

長期借入金 570,266 507,966

退職給付引当金 50,292 51,460

役員退職慰労引当金 37,351 38,029

資産除去債務 70,219 70,728

その他 92,905 92,739

固定負債合計 821,034 760,922

負債合計 1,393,972 1,335,576

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,354,050 1,354,050

資本剰余金 831,588 831,588

利益剰余金 △712,510 △720,360

自己株式 － △10

株主資本合計 1,473,128 1,465,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,624 13,949

評価・換算差額等合計 4,624 13,949

新株予約権 1,672 3,068

純資産合計 1,479,424 1,482,284

負債純資産合計 2,873,397 2,817,860
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年９月30日)

売上高 613,205 601,396

売上原価 332,886 305,746

売上総利益 280,318 295,649

販売費及び一般管理費 ※ 359,737 ※ 329,915

営業損失（△） △79,419 △34,266

営業外収益   

受取利息 2,362 476

受取配当金 0 0

保険差益 402 8,212

助成金収入 － 17,303

補助金収入 － 5,935

その他 2,941 5,259

営業外収益合計 5,706 37,187

営業外費用   

支払利息 6,251 4,080

貸倒引当金繰入額 5,863 △1,503

臨時休業等による損失 － 3,747

その他 665 273

営業外費用合計 12,780 6,597

経常損失（△） △86,493 △3,676

特別利益   

固定資産売却益 122,888 150

保険解約返戻金 4,472 －

その他 6,778 －

特別利益合計 134,138 150

特別損失   

固定資産除却損 2,276 －

投資有価証券評価損 823 709

特別損失合計 3,099 709

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 44,546 △4,235

法人税、住民税及び事業税 2,748 3,614

法人税等合計 2,748 3,614

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,797 △7,850
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失

（△）
44,546 △4,235

減価償却費 40,440 38,223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △265 △2,573

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,364 △87

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,790 678

退職給付引当金の増減額（△は減少） △630 1,167

受取利息及び受取配当金 △2,363 △476

支払利息 6,251 4,080

投資有価証券売却損益（△は益） △1,507 －

未払金の増減額（△は減少） 41,581 △6,071

預り金の増減額（△は減少） 373 △20,219

有形固定資産売却損益（△は益） △122,888 △150

保険解約返戻金 △4,472 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,482 7,220

棚卸資産の増減額（△は増加） △7,660 △4,227

仕入債務の増減額（△は減少） △13,562 258

長期未払金の増減額（△は減少） 23,609 －

その他 5,584 △6,428

小計 △18,634 7,155

利息及び配当金の受取額 2,611 388

利息の支払額 △6,245 △4,113

法人税等の支払額 △1,122 △3,833

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,391 △402

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 35,528 －

有形固定資産の取得による支出 △12,166 △26,598

無形固定資産の取得による支出 △15,600 －

有形固定資産の売却による収入 199,677 150

貸付けによる支出 △10,400 △7,000

貸付金の回収による収入 15,188 2,974

投資有価証券の売却による収入 3,709 797

保険積立金の積立による支出 △3,319 △2,903

保険積立金の解約による収入 11,163 －

敷金及び保証金の差入による支出 △20 △9,326

敷金及び保証金の回収による収入 7,177 557

資産除去債務の履行による支出 △2,892 －

その他 2,854 1,356

投資活動によるキャッシュ・フロー 230,900 △39,992

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 －

長期借入れによる収入 280,000 －

長期借入金の返済による支出 △159,351 △34,800

株式の発行による収入 352,000 －

株式の発行による支出 △5,247 －

自己株式の取得による支出 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 267,401 △34,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 474,910 △75,205

現金及び現金同等物の期首残高 85,391 478,339

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 560,302 ※ 403,134
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　当社が飲食及び温泉施設等の利用に応じて付与するポイントについて、従来は将来利用されると見込まれる

金額をポイント引当金として計上しておりましたが、付与したポイント分を履行義務として認識し、契約負債

に計上する方法に変更しております。

　また、収益計上金額についても、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりました

が、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の使用見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基

礎として取引価格の配分を行う方法に変更しております。

　収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な扱いに従ってお

り、第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期会

計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であり、期首利益剰余金に与える影響はありま

せん。

　なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法に

より組替えを行っていません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３

月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収

益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える

影響はありません。

 

（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期損益計算書）

前第２四半期累計期間において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」

は、当第２四半期累計期間に金額的重要性が増したため、区分掲記することとしました。この表示方法の変

更を反映させるため、前第２四半期累計期間の四半期財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第２四半期累計期間の四半期損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示してい

た823千円は、「投資有価証券評価損」823千円として組み替えております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書）

前第２四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預

り金の増減額」は、当第２四半期累計期間より金額的重要性が増したため、独立掲記することとしました。

この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期累計期間の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前第２四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に表示していた5,958千円は、「預り金の増減額」373千円、「その他」5,584

千円として組み替えております。

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

当第２四半期累計期間において、新たな追加情報の発生及び前事業年度の有価証券報告書に記載した情報

等についての重要な変更はありません。
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（四半期損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 令和２年４月１日

　　至 令和２年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 令和３年４月１日

　　至 令和３年９月30日）

販売手数料 1,722千円 1,642千円

荷造運搬費 30,677 29,687

役員報酬 22,550 26,790

給与諸手当 125,766 102,319

賞与引当金繰入額 － 252

退職給付費用 1,614 995

水道光熱費 24,694 29,972

減価償却費 8,997 8,794

賃借料 32,697 30,342

貸倒引当金繰入額 △6,128 △1,070

ポイント引当金繰入額 293 －

役員退職慰労引当金繰入額 1,373 678
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日）

現金及び預金勘定 560,302千円 403,134千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 560,302 403,134

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自令和２年４月１日　至令和２年９月30日）

当社は、令和２年９月17日付で、霞投資事業組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四

半期累計期間において資本金が352,000千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,354,050千円となっ

ております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自令和３年４月１日　至令和３年９月30日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

 

 
前事業年度

（令和３年３月31日）

当第２四半期会計期間

（令和３年９月30日）

関連会社に対する投資の金額 18,035千円 18,035千円

持分法を適用した場合の投資の金額 10,763 11,052

 

 

前第２四半期累計期間

（自　令和２年４月１日

 至　令和２年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　令和３年４月１日

 至　令和３年９月30日）

持分法を適用した場合の投資損失の金額 △723千円 △425千円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自令和２年４月１日　至令和２年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：千円）

 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期

損益計算

書計上額

（注)３

 外食事業
不動産

賃貸事業
外販事業 温泉事業 衛生事業 計

売上高           

(1)外部顧客に対

する売上高
540,346 17,572 15,001 21,799 15,202 609,922 3,283 613,205 － 613,205

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － － － － －

計 540,346 17,572 15,001 21,799 15,202 609,922 3,283 613,205 － 613,205

セグメント利益

又は損失（△）
△26,444 1,680 △4,276 △12,779 △2,023 △43,843 467 △43,375 △36,043 △79,419

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を

含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△36,043千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自令和３年４月１日　至令和３年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

         （単位：千円）

 報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期

損益計算

書計上額

（注)３

 外食事業
不動産

賃貸事業
外販事業 温泉事業 衛生事業 計

売上高           

(1)外部顧客に対

する売上高
527,107 18,645 13,365 33,227 8,462 600,808 587 601,396 － 601,396

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － － － － －

計 527,107 18,645 13,365 33,227 8,462 600,808 587 601,396 － 601,396

セグメント利益

又は損失（△）
23,185 2,377 △3,802 △7,174 △11,653 2,931 222 3,154 △37,420 △34,266

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を

含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△37,420千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

ります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項
前第３四半期会計期間より量的な重要性が増したことから「温泉事業」及び「衛生事業」を報告セグメントとして
記載する方法に変更しております。なお、前第２四半期累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法
により作成したものを記載しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第２四半期累計期間（自令和３年４月１日 至令和３年９月30日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

報告セグメント

その他
（注）

合計
外食事業

不動産

賃貸事業
外販事業 温泉事業 衛生事業 計

直営店舗売上高 75,361 － － － － 75,361 － 75,361

国内食材等売上 319,638 － － － － 319,638 － 319,638

FC事業収入 38,275 － － － － 38,275 － 38,275

海外食材等売上 108 － － － － 108 － 108

海外事業収入 341 － － － － 341 － 341

不動産賃貸収入 93,144 18,645 － － － 111,789 － 111,789

機器売上高 － － － － 8,268 8,268 587 8,856

温泉事業売上高 － － － 31,189 － 31,189 － 31,189

外販事業売上高 － － 12,729 － － 12,729 － 12,729

その他の収入 238 － 635 2,038 193 3,105 － 3,105

顧客との契約から

生じる収益
527,107 18,645 13,365 33,227 8,462 600,808 587 601,396

外部顧客への売上

高
527,107 18,645 13,365 33,227 8,462 600,808 587 601,396

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店用の厨房設備の販売等を
　　　含んでおります。
 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自　令和２年４月１日
至　令和２年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
10円34銭 △1円29銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 41,797 △7,850

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は普通株式に係る

四半期純損失（△）（千円）
41,797 △7,850

普通株式の期中平均株式数（株） 4,041,306 6,072,975

（注）　前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和３年11月12日

ワイエスフード株式会社

取締役会　御中

 

HLB Meisei 有限責任監査法人

東京都中央区

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 武田　剛

     

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 町出　知則

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているワイエスフー

ド株式会社の令和３年４月１日から令和４年３月31日までの第28期事業年度の第２四半期会計期間（令和３年７月１日

から令和３年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（令和３年４月１日から令和３年９月30日まで）に係る四半期財

務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ワイエスフード株式会社の令和３年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結

論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期

財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認

められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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